令和７年度沖縄こどもの未来県民会議普及啓発イベントの企画・運営委託業務
企画提案仕様書

１　委託業務名 
令和７年度沖縄こどもの未来県民会議普及啓発イベントの企画・運営委託業務

２　事業期間
契約締結の日から令和８年３月31日まで

３　事業目的	Comment by 0081511: 県民運動の気運を高め、こどもの未来に対する支援活動などを拡大していくことを目的に、広く県民を対象としたイベントの開催
イベント広報におけるＳＮＳの発信強化や、こども・若者の啓発参画を募るなどこども・若者層を意識した情報発信に努める。
こどもの貧困解消等に取り組む沖縄こどもの未来県民会議を広く知ってもらうために、大学生等の若い世代と協働した普及啓発活動を、各団体や大学生等の活動と併せて実施する。
沖縄こどもの未来県民会議の事業内容や県内各界の関係機関が携わる取組を県民に対し広く周知することで、こどもの貧困解消に向けた県民運動の機運を醸成するとともに、こどもや若者が音楽、文化や芸能等の体験活動を発表することで、自己肯定感を高めることを目的とする。

４　イベントの概要
⑴　開催概要　
沖縄県のこどもの貧困問題や沖縄こどもの未来県民会議が県民運動として推進する取組等について来場者（参加者）の理解を深め、こどもの貧困解消に向けた協働促進へと繋げるイベントを開催する。
⑵　開催時期　令和８年１月～３月（日時は沖縄こどもの未来県民会議と協議の上で決定すること）
⑶　開催日数　１日
⑷　開催会場　交流のきっかけとなるような開放的な雰囲気を要する会場を提案すること。会場の決定については、契約締結後、沖縄こどもの未来県民会議と協議を行った上で決定する。
⑸　プログラム　こどもの貧困問題に対する理解を深めるとともに、自発的な行動を促し、こどもの貧困解消に向けた県民運動の拡大が期待されるプログラムを企画・提案し、沖縄こどもの未来県民会議と協議の上、決定する。
⑹　開催規模　100名以上
⑺　参加費　無料



５　事業目標
事業目標としては、下記の活動目標、成果目標の達成及び「６　委託業務の内容」を適切に遂行すること。
⑴　活動目標
イベントへの参加人数：100名以上
⑵　成果目標
イベントへの参加者満足度：80％以上

６　委託業務の内容
⑴　事業実施体制の構築
本事業を円滑かつ効果的に実施するため、事業を統括的に管理する責任者を配置すること。

⑵　イベントの開催
1 イベントの企画・運営
ア　プログラムの企画
プログラムは、複数のパネルディスカッションで構成し、その他任意で講演等を組み合わせて、こどもの貧困問題や沖縄こどもの未来県民会議の取組について、幅広い層に関心を持ってもらうとともに、理解や協働を促進する企画とすること。
こどもや若者が直接参加するプログラムを企画し、こどもや若者によるイベントの周知や、こどもや若者の来場を促す内容とすること。
パネルディスカッションのテーマは、沖縄県こども・若者計画（未来のおきなわっこプラン）のこどもの貧困対策に位置付けた、「ライフステージに応じた施策の充実強化」、「貧困の連鎖を断つための自立に向けた支援」、「支援につながっていないこどもとその家庭への支援体制の構築」の中から特に重要と考えるテーマを提案し、企画すること。
プログラムに、沖縄こどもの未来県民会議が実施する沖縄文化活用型感動体験ワークショップの成果発表の場を設けること。
イ　イベントの運営
登壇者の調整及び当日の運営、進行を行うこと。
提案するイベント会場に応じて、参加想定人数(100名)を収容できる体制を整えること。
ウ　会場
事業目的を踏まえ、交流のきっかけとなるような開放的な雰囲気を要する会場を提案すること。会場の決定については、契約締結後、沖縄こどもの未来県民会議と協議を行った上で決定する。
会場使用料は委託料の中より、提案者が負担すること。
エ　その他運営に関すること
提案するイベント実施に必要な機材や備品等は提案者において準備すること。
会場設営、当日の来場者受付、司会進行、その他イベント運営において必要な業務を行うこと。
②　参加者募集・申込受付
ア　参加者の募集・受付
参加者の募集にあたり、申込みフォームを備えたWEBサイトなど効果的かつ利便性の高い手法をとること。
イ　こどもや若者が取り組むこどもの貧困対策に係る展示等
パネル展示やブース設置等により、沖縄こどもの未来県民会議、こどもや若者が取り組むこどもの貧困解消に向けた取組をPRできる環境を用意すること。
③　アンケート実施、報告書作成
イベント参加者に向けたアンケートを実施すること。
イベントの実施報告（開催概要、参加人数、当日の写真等）及びアンケート結果を記載した実績報告書を作成すること。
④　プロジェクト管理
イベントの演出や運営全般に係る企画立案、関係者との連絡調整、資料作成等、事務局機能を提案者が担い、業務を円滑に進めるため、業務全体にわたり適切なプロジェクト管理を行うこと。
イベント全体のタイムスケジュール、会場設営図、進行台本等を作成すること。
開催にあたり必要な会場との調整は提案者が行うこと。
⑤　その他
企画や登壇者等については、提案者の提案をベースとし、沖縄こどもの未来県民会議と協議の上決定すること。
登壇者については、交通費及び宿泊費等の参加費を、委託料の中より、提案者が負担すること。
上記①～④以外で、イベントの実施のために必要な業務は、事業者決定後に沖縄こどもの未来県民会議と提案者が協議のうえ決定する。

⑶　その他本事業の目的の達成のために必要な業務

	＜参考＞沖縄文化活用型感動体験ワークショップについて
こども達が主役の舞台活動「現代版組踊」で培った手法を活かし、沖縄の文化や芸能を通じた感動体験と世代間・地域間の交流の場を、本島内の児童養護施設のこども達に提供し、こども達が「自己肯定感」や「充実した達成感」を得ることを目的としている。
実施団体　一般社団法人島人Ｌａｂ及び沖縄県児童養護協議会





７　対象経費
1 　本委託業務に係る提案上限額は3,200,000円以内（消費税及び地方消費税を含む）とする。なお、提案上限額は、本事業の企画提案における提案価格の上限であり、契約時の予定価格を示すものではない。
2 　本事業で対象とする経費は、事業の執行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、主な対象経費は以下のとおりである。
	経費項目
	内容

	Ⅰ．人件費



	業務に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
（正規雇用者と同等以上または一定の経験がある者を臨時雇用する場合は人件費に計上し、業務に必要な業務補助を行う補助員（アルバイト等）の賃金は事業費に計上すること。）

	Ⅱ．事業費
	

	補助員人件費
	業務を行うために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費

	旅費

	業務を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費（登壇者や県外スタートアップの県内招へい旅費等を含む。）

	謝金

	業務を行うために必要な謝金（会議等に出席した外部専門家に対する謝金、原稿の執筆・調査協力等に対する謝金等）

	賃借料

	業務を行うために必要な機器類、パソコン等のリース・レンタル、会議等の会場借料（機材借料等を含む）に要する経費

	消耗品費

	業務を行うために必要な物品であって備品に属さないもの（ただし、本業務のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費

	燃料費
	業務を行うために必要な自動車用燃料のガソリン等に係る経費

	印刷製本費

	業務で使用するパンフレット・リーフレット、成果報告書等の印刷製本に係る経費

	通信運搬費
	業務を行うために必要な郵送、運送、通信・電話料等に係る経費

	広告料
	業務を行うために必要な新聞・雑誌等での広告に係る経費

	その他必要経費

	業務を行うために必要な経費のうち、本事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの
例）
・翻訳通訳、速記費用
・会議費（茶菓（お茶代）等）

	Ⅲ．再委託費
	沖縄こどもの未来県民会議との取り決めにおいて、受託事業者が本事業の一部を他者に行わせる（請負その他委託の形式を問わない）ために必要な経費

	Ⅳ．一般管理費
	業務を行うために必要な経費であって、本事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費
（（Ⅰ．人件費＋Ⅱ．事業費）×10/100以内で計上する（小数点以下切り捨て））

	Ⅴ．消費税
	（Ⅰ．人件費＋Ⅱ．事業費＋Ⅲ．再委託費＋Ⅳ．一般管理費）×10/100（小数点以下切り捨て）


※各経費へ計上する際は、人件費等の消費税が含まれていないものについては、その額を経費として計上する。消耗品費や印刷製本費等の消費税が含まれているものについては、消費税分を減額して計上する。消費税については、各経費を合計した後に乗ずることとし、消費税に小数点以下の端数が発生した場合、切り捨てること。

８　委託業務の経理
本委託業務は、事業完了時に、契約金額の範囲内で、事業の実施に要した経費を精算するものであるため、以下の点に留意して経理を行うこと。
⑴　委託業務が完了した際には、事業完了報告書を提出すること。
⑵　委託業務に係る支出には、全て、支出額、支出先、支出目的を明らかにする証拠書類（領収書や納品書等、人件費については出勤簿や業務日誌等の事業に従事したことがわかる書類）が必要であり、精算の際には沖縄こどもの未来県民会議がそれらの証拠書類を検査した上で支払うものであること。
⑶　委託業務にかかる経費については、会計帳簿を備え、他の事業と明確に区分して記載するとともに、常に状況を明らかにしておくこと。
⑷　委託業務にかかる支出の証拠書類及び会計帳簿は、委託業務が完了した日の属する年度の翌年度から５年間、いつでも閲覧に供せるよう整理し保管しておくこと。
⑸　委託料の支払いについては、精算払いを原則とし、必要に応じて概算払いに応じるものであること。ただし、概算払いを希望する場合は、年間の事業計画に即して概算払請求計画書（様式任意）を作成し、契約締結までに沖縄こどもの未来県民会議に提示すること。
⑹　委託業務の実施にあたって、財産（備品）の取得は原則として認めないものとすること。
⑺　事業費として計上できない経費
①　建物等施設に関する経費
②　事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
③　その他事業に関係のない経費

９　業務進捗状況報告
⑴　業務の進捗状況について月１回報告を行うこと。ただし、必要に応じて随時実施できるものとする。
⑵　毎日の業務内容について、情報共有を行い、その履歴を残すこと。
⑶　業務進捗状況と経理処理等の確認のため、中間検査を実施する。中間検査では、事業完了報告書提出の際に添付する書類等の沖縄こどもの未来県民会議が指定する書類を提出すること。

10　再委託の制限について
⑴　一括再委託の禁止等
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ沖縄こどもの未来県民会議が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
	○契約の主たる部分
契約金額の50％を超える業務
企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務
その他、沖縄こどもの未来県民会議が契約の主たる部分と決定した業務

	


⑵　再委託の相手方の制限
本事業の企画提案応募者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
⑶　再委託の範囲
本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。
	○再委託により履行することのできる業務の範囲
契約金額の50％を超えない業務
その他、沖縄こどもの未来県民会議が再委託により履行することができると決定した業務


⑷　再委託の承認
契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による沖縄こどもの未来県民会議の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。
	○その他、簡易な業務
資料の収集・整理
複写・印刷・製本
原稿・データの入力及び集計
アンケート封入、封緘、回収督促
イベントの会場設営
１件10万円未満の簡易な業務
その他、沖縄こどもの未来県民会議が簡易と決定した業務



11　事業の成果物及び著作権
⑴　成果物の体裁、提出部数等
①　委託業務成果報告書Ａ４版（紙媒体）　　１部
（※表、グラフ、図等を含めること）
②　上記①に係る電子記録（Wordなどの加工可能なデータ及びテキスト情報化したPDFファイル）　　一式
③　本委託業務で実施した調査等に係るデータの電子記録　一式
⑵　提出期限　　令和８年３月31日
⑶　成果物の提出に係る留意事項
①　成果報告書には、沖縄こどもの未来県民会議ホームページ等で公表可能な概要版を添付すること。なお、概要版は個別企業名が特定されないよう処理すること。
②　本委託業務により得られた成果物、資料、情報等は、沖縄こどもの未来県民会議の許可なく他に公表、貸与、使用、複写、漏えいしてはならない。
③　事業完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良個所があった場合は、速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。
④　成果物（本委託業務において作成するパンフレット等を含む。）の著作権及び所有権は、沖縄こどもの未来県民会議に帰属するものとする。
⑤　本委託業務の成果物は公開を前提としており、第三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。

12　その他留意事項
⑴　本仕様書の内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕様書とは異なる場合がある。
⑵　本事業の実施に当たっては、沖縄こどもの未来県民会議と協議の上、進めていくものとし、選定された企画提案の内容の全てを実施することを保証するものではないこと。
⑶　本仕様書に定めのない事項で、事業の実施に当たり必要となる事項については、沖縄こどもの未来県民会議及び受託者で協議の上、決定する。
2

